
奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
号

奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
徴
収
猶
予
の
特
例
に
係
る
手
続
）

第
二
十
条

第
十
条
の
三
第
七
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
五
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産

取
得
税
の
減
額
等
の
特
例
）

第
二
十
一
条

第
三
十
七
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
、
当

該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
第
三
十
七
条
の
十
六
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
に
係
る

契
約
を
施
行
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
締
結
し
て
い
る
個
人
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び

そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
当
該
耐
震
改
修
を
し
て
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既

存
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

こ
と
に
つ
き
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
耐
震
改
修

を
し
て
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用

に
供
し
た
と
き
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の

者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当

該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」

と
、
「
行
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
い
、
当
該
住
宅
の
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
」
と
す

る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
七
条
の
十
四
並
び
に
第
三
十
七
条
の
十
六
の

三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
十
四

一
年
六
月
以
内
、
同

当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既



第
一
項

項
第
二
号

存
住
宅
の
耐
震
改
修
（
第
三
十
七
条
の
十
六

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
日
後
六

月
以
内
の
日
ま
で
、
前
条
第
三
項
第
二
号

か
ら
六
月
以
内

か
ら
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適

合
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
の
日
後
六
月
以
内

の
日
ま
で

第
三
十
七
条
の
十
四

申
請
書
に

申
請
書
に
同
項
の
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
記

第
二
項

載
を
し
、

申
告
す
る

申
告
す
る
際
又
は
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項

の
申
告
書
を
提
出
す
る

第
三
十
七
条
の
十
六

申
告
書
に

申
告
書
に
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
場
合

の
三
第
二
項

に
該
当
す
る
旨
の
記
載
を
し
、

第
三
十
七
条
の
十
六

六
月
以
内

第
一
項
の
耐
震
改
修
の
日
後
六
月
以
内
の
日

の
三
第
三
項

ま
で

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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